
別表２ 

法令上の届け出義務、報告義務等にもとづく第三者提供（５－２（1）関係） 

・ 医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出（感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律第１２条） 

・ 特定生物由来製品の製造承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を

使用する患者の記録の提供（薬事法第６８条の９） 

・ 医師、薬剤師等の医療関係者による、医薬品製造業者等が行う医薬品等の適正使用のために必

要な情報収集への協力（薬事法第７７条の３） 

・ 医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告（薬事

法第７７条の４の２） 

・ 医師等による特定医療用具の製造承認取得者等への当該医療用具利用者に係わる情報の提供

（薬事法第７７条の５） 

・ 自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告（薬事法第８０

条の２） 

・ 処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師への疑義照会（薬事法第２

４条） 

・ 調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供（薬事法

第２５条の２） 

・ 医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第

５８条の２) 

・ 保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審

査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等（健康保険法第７６条等） 

・ 家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合に

おける保険医療機関による健康保険組合等への通知（保険医療機関及び保険医療養担当規則第

１０条等） 

・ 診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応

（保険医療機関及び保険医療養担当規則第１６条の２等） 

・ 施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供（老人保健法

の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関

する基準第１９条の４） 

・ 患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステ

ーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等（保険医療機関及び

保険医療養担当規則第１９条の４等） 

・ 患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等へ

の通知（保険医療機関及び保険医療養担当規則第７条） 

・ 医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法

第２５条) 

・ 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所への通告（児童虐待の防止等

に関する法律第６条） 

・ 要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告（児童福祉法第２５条） 

・ 指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等（心神喪失等の状態で

重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（医療観察法）第２５条） 

・ 裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供（医療観察法第３

７条等） 

・ 指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供（医療観察法第

９９条） 

・ 指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等（医療観察法第１１０条・第

１１１条） 

・ 精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告（精神保健福

祉法第３８条の２） 

 


